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墨田区立公園条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  

（有料施設の使用） 

第１５条の３ 有料施設（すみだ北斎美術館、

墨田区総合体育館、隅田公園自動車駐車場、

 東あずま公園集会所及び大横川親水公園魚

つり場を除く。第２２条第１項第１号及び

別表第６を除き、以下同じ。）を使用しよ

うとする者は、規則で定めるところにより

申請し、区長の承認を受けなければならな

い。 

２ 〔略〕 

（指定管理者による管理） 

第２２条 区長は、地方自治法第２４４条の

２第３項の規定により、法人その他の団体

であって区長が指定するもの（以下「指定

管理者」という。）に、公園の管理に関す

る業務のうち次に掲げるものを行わせるこ

とができる。 

 ⑴ 公園施設（法第５条第１項の規定によ

り設置又は管理の許可をした公園施設、

隅田公園自動車駐車場及び大横川親水公

園魚つり場以外の有料施設を除く。以下

同じ。）の維持及び修繕に関する業務 

 ⑵～⑸ 〔略〕 

 ⑹ 隅田公園自動車駐車場及び大横川親水

公園魚つり場の利用の承認に関する業務 

 ⑺ 〔略〕 

２ 第１０条の２、第１１条、第１３条、第

１４条、第１５条の３、第１７条から第１

９条まで及び第２１条の規定は、前項の規

定により指定管理者が行う公園の管理に関

する業務について準用する。この場合にお

いて、次の表の左欄に掲げる規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。   
第１０条の２

の見出し～第

 

〔略〕 

〔同左〕 

第１５条の３ 有料施設（すみだ北斎美術館、

 墨田区総合体育館、隅田公園自動車駐車場

及び東あずま公園集会所を除く。第２２条

第１項第１号及び別表第６を除き、以下同

じ。）を使用しようとする者は、規則で定

めるところにより申請し、区長の承認を受

けなければならない。 

 

２ 〔略〕 

〔同左〕 

第２２条 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 ⑴ 公園施設（法第５条第１項の規定によ

り設置又は管理の許可をした公園施設及

び隅田公園自動車駐車場以外の有料施設

を除く。以下同じ。）の維持及び修繕に

関する業務 

 ⑵～⑸ 〔略〕 

 ⑹ 隅田公園自動車駐車場の利用の承認に

関する業務 

 ⑺ 〔略〕 

２ 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

   
第１０条の２

の見出し～第

 

〔略〕 



 

 

１４条    
第１５条の３

の見出し 

有料施設 隅田公園自動

車駐車場及び

大横川親水公

園魚つり場 

使用 利用 

第１５条の３

第１項 

有料施設（す

みだ北斎美術

館、墨田区総

合体育館、隅

田公園自動車

駐車場、東あ

ずま公園集会

所及び大横川

親水公園魚つ

り場を除く。

第２２条第１

項第１号及び

別表第６を除 

き、以下同

じ。） 

隅田公園自動

車駐車場及び

大横川親水公

園魚つり場 

使用 利用 

区長 指定管理者 

第１５条の３

第２項 

有料施設 隅田公園自動

車駐車場及び

大横川親水公

園魚つり場 

使用 利用 

第１７条 公園施設の設

置若しくは管

理の許可、公

園の占用の許

可又は有料施

設の使用の承

認を受けた者

（以下「使用

者等 

特定占用許可

又は隅田公園

自動車駐車場

若しくは大横

川親水公園魚

つり場の利用

の承認を受け

た者（以下

「利用者等 

第１８条の見

出し～第１９

条 

〔略〕 

   
第２１条第１

項 

有料施設 隅田公園自動

車駐車場又は

１４条    
第１５条の３

の見出し 

有料施設 隅田公園自動

車駐車場 

 

 

〔同左〕 〔同左〕 

第１５条の３

第１項 

有料施設（す

みだ北斎美術

館、墨田区総

合体育館、隅

田公園自動車

駐車場及び東

あずま公園集

会所を除く。

第２２条第１

項第１号及び

別表第６を除 

き、以下同

じ。） 

 

 

隅田公園自動

車駐車場 

〔同左〕 〔同左〕 

〔同左〕 〔同左〕 

第１５条の３

第２項 

有料施設 隅田公園自動

車駐車場 

 

 

〔同左〕 〔同左〕 

第１７条 公園施設の設

置若しくは管

理の許可、公

園の占用の許

可又は有料施

設の使用の承

認を受けた者

（以下「使用

者等 

特定占用許可

又は隅田公園

自動車駐車場

の利用の承認

を受けた者

（以下「利用

者等 

第１８条の見

出し～第１９

条 

〔略〕 

   
第２１条第１

項 

有料施設 隅田公園自動

車駐車場 

  



 

 

大横川親水公

園魚つり場 
  
使用の 利用の 

使用する 利用する 

使用期間 利用期間    
第２１条第２

項 

有料施設 隅田公園自動

車駐車場又は

大横川親水公

園魚つり場 

使用 利用 

（利用料金） 

第２７条 特定占用許可により公園を占用す

る者及び当該占用に当たり付属設備を利用

する者並びに隅田公園自動車駐車場及び大

横川親水公園魚つり場を利用する者から徴

収する利用料金は、別表第８に定める額の

範囲内で、あらかじめ指定管理者が区長の

承認を得て定める。 

２・３ 〔略〕 

別表第５ 

 公園の占用料 

別表第６ 

 有料施設 
 

種   別 単位 金  額 

電柱、標識～

写真撮影のた

めの臨時的な

占用 

〔略〕  

墨田区立隅田

公園及び墨田

区立大横川親

水公園（区長

が別に指定す

る区域内に限

る。）におけ

る事業又は営

業活動を伴う

占用 

１平

方メ

ート

ル、

１日 

４時間ま

で 
２４円 

４時間を

超え、６

時間まで 

３５円 

６時間を

超え、８

時間まで 

７０円 

８時間を

超える場

合 

９４円 

その他の占用 〔略〕 

 

 
  
〔同左〕 〔同左〕 

〔同左〕 〔同左〕 

〔同左〕 〔同左〕    
第２１条第２

項 

有料施設 隅田公園自動

車駐車場 

 

 

〔同左〕 〔同左〕 

〔同左〕 

第２７条 特定占用許可により公園を占用す

る者及び当該占用に当たり付属設備を利用

する者並びに隅田公園自動車駐車場を利用

する者から徴収する利用料金は、別表第８

に定める額の範囲内で、あらかじめ指定管

理者が区長の承認を得て定める。 

 

２・３ 〔略〕 

別表第５ 

 公園の占用料 

別表第６ 

 有料施設 
 

種   別 単位 金  額 

電柱、標識～

写真撮影のた

めの臨時的な

占用 

〔略〕  

墨田区立隅田

公園（区長が

別に指定する

区域内に限

る。）におけ

る事業又は営

業活動を伴う

占用 

１平

方メ

ート

ル 

午前６時

から午前

１０時ま

で 

２４円 

午前１０

時から午

後４時ま

で 

３５円 

午後４時

から午後

１０時ま

で 

３５円 

その他の占用 〔略〕 

 
 



 

 

公園名 種別 名称 数量 

墨田区立緑町公園～

墨田区立堤通公園 
〔略〕 

墨田区立隅田公園  

野球場 
隅田公園少年

野球場 
１面 

〔削除〕 

自動車 

駐車場 

隅田公園自動

車駐車場 
１か所 

墨田区立荒川四ツ木

橋緑地・墨田区立東

あずま公園 

〔略〕 

墨田区立大横川親水

公園 

庭球場 

大横川親水公 

園テニスコー 

ト 

２面 

魚つり場 
大横川親水公

園魚つり場 
１か所 

墨田区立東墨田公園 

・墨田区立立花大正

民家園 

〔略〕 

 備考 隅田公園自動車駐車場を使用することが

できる自動車は、大型車及び中型車（道路交

通法（昭和３５年法律第１０５号）第３条に

規定する大型自動車及び中型自動車をいう。 

  以下同じ。）並びに規則で定める車両とする。

 

 

 

 

 

別表第７ 

 有料施設使用料 
種別 単位 区分 使用料 

庭球場～球技場 〔略〕 

 
〔削除〕 
 

旧 宅 〔略〕 

 付記 

  １ 休日とは、国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定する休日

をいう。次表において同じ。 

  ２～４ 〔略〕 

  ５ 区内に住所を有する者その他の規則で定

める者以外の者が付記２のナイター設備並

びに付記４の付属設備及び器具以外の施設

を使用する場合の使用料の額は、この表

（弓道場の貸切りでない場合に係る部分を

公園名 種別 名称 数量 

墨田区立緑町公園～

墨田区立堤通公園 
〔略〕 

墨田区立隅田公園 

〔同左〕 〔同左〕  〔同左〕

魚つり場 
隅田公園内魚

つり場 
１か所 

〔同左〕 〔同左〕  〔同左〕

墨田区立荒川四ツ木

橋緑地・墨田区立東

あずま公園 

〔略〕 

墨田区立大横川親水

公園 

〔同左〕 〔同左〕 〔同左〕

〔新設〕 

墨田区立東墨田公園 

・墨田区立立花大正

民家園 

〔略〕 

 備考  

  １ 隅田公園自動車駐車場を使用することが

できる自動車は、大型車及び中型車（道路

交通法（昭和３５年法律第１０５号）第３

条に規定する大型自動車及び中型自動車を

いう。以下同じ。）並びに規則で定める車

両とする。 

  ２ 隅田公園内魚つり場を使用することがで

きる者は、小中学校の児童・生徒及び区長

が適当と認める者とする。 

別表第７ 

 有料施設使用料 
種別 単位 区分 使用料 

庭球場～球技場 〔略〕 

魚 つ り 場 
１人、１
回、２時
間以内 

 ３０円 

旧 宅 〔略〕 

 付記 

  １ 休日とは、国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定する休日

をいう。 

  ２～４ 〔略〕 

  ５ 区内に住所を有する者その他の規則で定

める者以外の者が付記２のナイター設備並

びに付記４の付属設備及び器具以外の施設

を使用する場合の使用料の額は、この表

（弓道場の貸切りでない場合及び魚つり場



 

 

除く。）に定める額に当該額の５割相当額

を加えた額とする。 

別表第８ 

 利用料金 
種別 単位 区分 利用料金 

写真撮影の

ための常時

占用・写真

撮影のため

の臨時的な

占用 

〔略〕 

墨田区立隅

田公園及び

墨田区立大

横川親水公

園（区長が

別に指定す

る区域内に

限る。）に

おける事業

又は営業活

動を伴う占

用 

１平

方メ

ート

ル、

１日 

４時

間ま

で 

 

２４円 

４時

間を 

超え、

６時

間ま

で 

３５円 

６時

間を 

超え、

８時

間ま

で 

７０円 

８時

間を

超え

る場

合 

９４円 

その他の占

用～自動車

駐車場 

〔略〕 

魚つり場 

１人、

１回、

２時

間以

内 

一般 

平日 ２００円 

土曜日・日

曜日・休日 
４００円 

小学

生、

中学

生及

び６

５歳

以上

の者 

平日 １００円 

土曜日・日

曜日・休日 
２００円 

学齢

に達

しな

い者 

 無料 

 付記 

  １・２ 〔略〕 

  ３ 備付器具を利用して魚つり場を利用する

に係る部分を除く。）に定める額に当該額

の５割相当額を加えた額とする。 

別表第８ 

 利用料金 
種別 単位 区分 利用料金 

写真撮影の

ための常時

占用・写真

撮影のため

の臨時的な

占用 

〔略〕 

墨田区立隅

田公園（区

長が別に指

定する区域 

内に限る。）

における事

業又は営業

活動を伴う

占用 

１平

方メ

ート

ル 

午前

６時

から

午前

１０

時ま

で 

 

２４円 

午前

１０

時か

ら午

後４

時ま

で 

３５円 

午後

４時

から

午後

１０

時ま

で 

３５円 

その他の占

用～自動車

駐車場 

〔略〕 

〔新設〕 

 

 付記 

  １・２ 〔略〕 

    〔新設〕 



 

 

場合は、器具１組、２時間以内の利用につ

き１００円の範囲内で、あらかじめ指定管

理者が区長の承認を得て定める額を徴収す

る。   

   付 則  

１ この条例は、令和９年１０月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定 

は、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 次項の規定 公布の日 

⑵ 別表第６の改正規定（墨田区立大横川親水公園の項の改正規定を除く。）及び

別表第７の改正規定（付記１の改正規定を除く。） 令和９年７月１日 

２ この条例の施行の日以後の指定管理者による管理に係る必要な手続、準備行為等

は、同日前においても、この条例による改正後の墨田区立公園条例の規定の例によ

り行うことができる。 

３ この条例による改正後の別表第５及び別表第８の規定は、この条例の施行の日以

後の占用に係る占用料又は利用料金から適用する。 


